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１．令和７年度国有財産監査の結果 

四国財務局では、国有財産等の現況を正確に把握し、用途又は目的に応じた効率的な運用や有効活用の促進を図るため、各省各庁に対し、国有財産の管

理状況や使用状況等の監査を実施しています。監査において、財産管理の不備又は非効率な使用等の問題点が認められた場合は、問題点を指摘し、国有財

産を管理する各省各庁に対し是正・改善を求めています。 

令和 7年度は、合計 15件の監査を実施し、そのうち 5件について問題点を指摘しました。 

 

 

省庁名 部局名 口 座 名 等 所 在 地 指 摘 の 主 な 概 要 
 

法務省 高松法務局 寒川出張所 香川県さぬき市 
寒川出張所は、余剰（約 180 ㎡）が生じていることから、借受庁舎に入居している
自衛隊香川地方協力本部さぬき地域事務所を移転受入れのうえ、非効率使用を改善
する必要がある。 

 

防衛省 中国四国防衛局 
自衛隊香川地方協力本部
さぬき地域事務所 香川県さぬき市 

借受庁舎である自衛隊香川地方協力本部さぬき地域事務所は、近隣に所在し余剰が
生じている高松法務局寒川出張所へ移転入居のうえ、借受解消を図る必要がある。 

 

法務省 高松高等検察庁 
法務総合研究所高松支所
並びに矯正研修所高松支
所研修寮 

香川県高松市 
法務総合研究所高松支所並びに矯正研修所高松支所研修寮は、敷地内に設置されて
いるカーブミラーの使用許可手続が未済であることから、使用許可手続を行う必要
がある。 

 

内閣府 
中国四国管区警察
局四国警察支局 

西宝町宿舎 香川県高松市 
西宝町宿舎は、建物の国有財産台帳の登録に誤りがあることから、国有財産台帳を
整理する必要がある。 

 

厚生労働省 香川労働局 さぬき公共職業安定所 香川県さぬき市 
さぬき公共職業安定所は、建物の国有財産台帳の登録に誤りがあることから、国有
財産台帳を整理する必要がある。 

 



※全国の令和７年度監査の結果等については、財務省 HP（https://www.mof.go.jp/policy/national_property/summary/result/fy2025/index.html） 

にて公表しています。 

【お問合せ先】 

四国財務局 管財部 統括国有財産監査官 

 ☎ 087-811-7780（内線 460・461） 

 

２．平成２３年度から令和６年度監査における指摘事案のフォローアップ状況（令和７年度末時点） 

監査で指摘した事案については、毎年度、進捗状況を把握するとともに、是正・改善の促進を図るため、各省各庁に対しフォローアップを行っています。

平成 23 年度から令和 6年度監査において指摘した事案 90件のうち、令和 7年度末時点で是正・改善が図られた事案は 72 件となっています。 

       

 

 

 

 

 

 

 

  計 
指摘年度ごとの内訳 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

指摘件数 90 6 7 11 8 10 5 6 3 4 8 9 4 3 6  

処理件数 72 5 7 10 8 10 4 5 3 1 5 6 3 2 3  

進捗率 80.0% 83.3% 100% 90.9% 100% 100% 80.0% 83.3% 100% 25.0% 62.5% 66.7% 75.0% 66.7% 50.0% 


